
 

今後の研究評価の進め方について 

平成３０年１１月２１日 

原 子 力 規 制 庁 

1. 概要 

（略）

 

 

 

 

  

 

2. 事後評価の評価方法の見直し 
　　

　　　（略） 
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3. 今後行う安全研究プロジェクトの事前評価、中間評価及び事後評価 

（１） 考え方 

安全研究プロジェクトの評価に当たっては、原子力規制委員会における安全研

究の基本方針（平成 28 年 7 月 6 日 原子力規制委員会決定、参考 1 参照）に基づ

き、安全研究の的確な実施及び成果の活用を図るため、各安全研究プロジェクトの

開始・終了等の節目において評価を実施する。安全研究プロジェクトの開始時にお

いては事前評価、終了時においては事後評価を行うこととし、期間が長いものにつ

いては原則として中間評価を実施する。 

これらの評価実施に当たっては、連続性と一貫性を持たせるために、一貫した視

点で自己評価を行うことを原則とする（図 1参照）。 
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（２） 事前評価の進め方 

① 目的及び評価結果の活用 

事前評価は、安全研究プロジェクト開始前に行う。 

事前評価においては、「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」（以

下「安全研究の実施方針」という。）に従って計画された新規の安全研究プロジ

ェクトについて、成果目標及び研究手法・計画の技術的妥当性等を確認すること

を目的とする。 

評価結果は、研究計画（案）の変更の要否に対する判断等に活用する。 

 

② 事前評価の手法 

事前評価は、当該安全研究プロジェクトを実施するための安全研究計画（研究

の背景、目的、知見の活用先、研究概要、実施計画（成果の公表計画も含む）等

を定めたもの。）を作成した上で、それを基に実施する。 

安全研究プロジェクトの実施そのものの可否は、安全研究の実施方針で定め

られていることから、評価では、当該安全研究プロジェクトの研究計画（案）の

適切性及び研究内容の技術的妥当性等を確認する。 

なお、研究手法、成果の取りまとめ方法等の技術的妥当性については、評価に

客観性を加味する観点から、外部専門家の評価意見及び産業界等の専門的な技

術的知見を有する者（専門技術者）の意見を聴取し参考とする。 

 

（３） 中間評価の進め方 

① 目的及び評価結果の活用 

中間評価は、5 年以上の長期にわたる安全研究プロジェクトにおいて、原則と

して 3 年ごとに実施する。 

中間評価においては、安全研究の実施方針との整合性について確認するとと

もに、研究の進捗状況や成果、当該分野の最新動向等を踏まえ、研究計画の見直

し（研究の加速、中断、中止等を含む。）の要否の判断、研究手法・計画の技術

的妥当性の評価を行うことを目的とする。 

評価結果は、安全研究業務のプロジェクトマネジメントの改善、次年度以降

の、安全研究の実施方針の策定及び予算等の資源配分を行う際の意思決定等に

活用する。 

 

② 中間評価の手法 

中間評価は、その時点の活動内容、成果等を取りまとめた資料を基に実施する。 

その際の評価は、先ず、評価時における技術動向、規制動向等の情勢の変化を

踏まえ、当初計画の適切性あるいは見直し（研究の加速、中断、中止等を含む。）

の要否を判断する。 
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そのうえで、継続することとなった安全研究プロジェクトについては、研究の

進め方に対する技術的適切性、研究マネジメントの適切性等の研究の実施状況

を示す評価項目について、評価基準を定め SABCによる評価を行う。また、総合

評価では SABCによる評語に加え総合点を付し、安全研究プロジェクトを相対的

に比較できるようにする。別紙 1に評価手法と評価基準の案を示す。 

なお、研究手法、成果の取りまとめ方法等の技術的妥当性については、評価に

客観性を加味する観点から、外部専門家の評価意見及び産業界等の専門的な技

術的知見を有する者（専門技術者）の意見を聴取し参考とする。 

 

（４） 事後評価の進め方 

① 目的及び評価結果の活用 

事後評価は、安全研究プロジェクトの終了後に実施する。 

事後評価においては、研究成果を確認し、成果目標の達成状況及び成果の活用

状況、見通し等について評価することを目的とする。 

事後評価結果は、目的・目標の達成状況の確認、後継安全研究プロジェクトの

企画や計画の見直し（次年度以降の安全研究の実施方針の策定、予算等の資源配

分を行う際の意思決定等に反映させる。）に活用するとともに、今後の安全研究

業務のプロジェクトマネジメントの改善、国民への説明等にも活用する。さらに、

後継安全研究プロジェクトの中間評価の際にも、当該評価の結果を活用する。 

なお、規制課題への対処の必要性等から切れ目無く研究の実施を要する研究

課題については、関連する後続安全研究プロジェクトの予算要求を適時に行う

ものとするが、その場合でも前述のとおり、事後評価結果は、後継安全研究プロ

ジェクトの研究計画（実施体制を含む。）の見直し、安全研究業務のプロジェク

トマネジメントの改善等に活用するものとする。 

 

② 事後評価の手法 

事後評価は、安全研究プロジェクト終了後、その活動内容・成果等を取りまと

めた報告書（安全研究成果報告書）を基に実施する。その際の評価は、研究目標

の達成状況、成果の規制への活用状況・見通しなどを評価項目とした SABCによ

る評価で行う。なお、評価では、「成果の公表等の状況」（NRA 技術報告及び国

内外の査読付の論文投稿又はそれと同等と思われる公表活動）及び「成果の規制

への活用の状況・見通し」を重視する。 

また、総合評価結果では、SABC による評語に加え総合点を付し、安全研究プ

ロジェクトを相対的に比較して順位付けできるようにする。別紙 2 に評価手法

と評価基準の案を示す。 

なお、研究手法、成果の取りまとめ方法等の技術的妥当性については、評価に

客観性を加味する観点から、外部専門家の評価意見及び産業界等の専門的な技

術的知見を有する者（専門技術者）の意見を聴取し参考とする。 
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③ その他 

論文、NRA 技術報告など文書化された成果の実績については、安全研究プロジ

ェクトの事後評価結果とともに、個人の人事評価及び組織マネジメントの改善

等に活用していく。 

 

4. 今後の進め方 

（略） 

 

 

＜別添及び参考＞ 

   別紙 1  中間評価における評価手法と評価基準 

   別紙 2  事後評価における評価手法と評価基準 
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　中間評価における評価手法と評価基準 

 

1．項目別評価における評価基準 

評価では、先ず、評価時における技術動向、規制動向等の情勢の変化を踏まえ、当初計

画の適切性あるいは変更の必要性を評価（「このまま継続する」、「計画の見直しが必要で

ある」等について評価）する。そのうえで、継続する安全研究プロジェクトについては、

研究の実施状況を示す評価項目について評価を行う。 

項目別評価における評価項目ごとの評価基準について、下記のとおりとする。 

なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて評価項目を追加するときの評価基準につ

いては、安全技術管理官又は技術基盤グループ長が指名する者が別途定めることを可能と

する。 

 

① 研究の進め方に対する技術的適切性 

研究手法（最新の知見が取り入れられているか、適切な研究実施手法が採られている

か）、成果の取りまとめ方法等についての技術的適切性について評価する。なお、評価

は、外部専門家から意見等を聴取する目的で実施する「技術評価検討会」における技術

的意見を参考としつつ行う。以下の区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：技術的に優れている 

Ａ：技術的に適切である 

Ｂ：改善すべき点があるもののおおむね技術的に妥当である 

Ｃ：技術的に適切ではない 

 

② 研究マネジメントの適切性 

安全研究プロジェクトの実施に当たり、研究計画（状況変化を踏まえて適切に対応し

ているか）、研究体制（研究体制が有効に機能しているか、研究者が能力を発揮できて

いるか）、進捗管理（研究の遅れが生じた場合に適切に対応できているか、国内外の規

制動向を把握し、その影響を踏まえ適切に対応できているか）等のマネジメントの適切

性を評価する。以下の区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：模範となる研究マネジメントの水準である 

Ａ：適切に研究マネジメントされている 

Ｂ：おおむね適切に研究マネジメントされている 

Ｃ：研究マネジメントに問題がある 

 

 

 

 

別紙 1 
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③ 業務管理の適切性 

予算、契約等の執行管理を含む業務の遂行管理が適切に行われていることを評価す

る。以下の区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：模範となる水準で管理されている 

Ａ：適切に管理されている 

Ｂ：おおむね適切に管理されている（一部に問題がある） 

Ｃ：管理に問題がある 

 

2．総合評価の方法及び評価基準 

先ず、項目別評価した 3 つの評語（SABC）を数字に換算（S を 4 点、A を 3 点、B を

2点、Cを 1点）した上で、総合点を算出する。総合評価の全体評語については、この

総合点から平均点を算出し再度評語に変換（3.3 点以上を S、3.0 点以上～3.3 点未満

を A、2.0点以上～3.0点未満を B、2.0点未満を C）したものを全体評語の基礎とする

ことを原則とする。 

 

最終的な総合評価は、基礎とした評点を基にして、以下の評価基準により安全技術管

理官又は技術基盤グループ長が指名する者（以下、評価者という）が実施する。総合評

価の実施に当たり、項目別評価結果について評価者間のばらつきが生じないように、評

価者間で相互にレビューを行い、必要に応じて最終的な総合評価結果（評語及び総合

点）に反映するものとする。 

また、評価者は、規制動向及び技術動向の情勢の変化等を踏まえて、研究の加速、中

断、中止等を含めた当初研究計画変更の要否の判断、安全研究業務のプロジェクトマネ

ジメントの改善等についての評価コメントを総合評価の評語と併せて記載するものと

する。 

 

【総合評価の評価基準】 

Ｓ：模範となる水準で管理され、研究が行われている 

Ａ：適切に管理され、研究が行われている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：管理が不十分であり、研究体制も含め抜本的な見直しが必要である 
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　事後評価における評価手法と評価基準 

 

1．項目別評価における評価基準 

事後評価のうち項目別評価における評価項目ごとの評価基準について、下記のとおりと

する。 

なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて評価項目を追加するときの評価基準につ

いては、安全技術管理官又は技術基盤グループ長が指名する者が別途定めることを可能と

する。 

 

① 成果目標の達成状況 

原子力規制委員会が毎年度決定する「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施

方針」及び「安全研究計画」で示される成果目標に対する達成状況について評価する。

以下の区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：設定した目標を大きく超える成果が得られている 

Ａ：設定した目標を達成した成果が得られている 

Ｂ：設定した目標をおおむね達成した成果が得られているが、一部十分ではない 

Ｃ：設定した目標を達成した成果が得られていない 

 

② 成果の公表等の状況 

NRA 技術報告及び国内外の査読付の論文投稿又はそれと同等と思われる公表活動に

ついて、公表状況を評価する（査読を伴わない口頭発表は評価対象としない）。以下の

区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：対象が異なる複数の NRA 技術報告あるいは学術的価値が対外的に認められる査

読付の論文等を発行した 

Ａ：NRA技術報告あるいは査読付の論文等を発行した 

Ｂ：NRA技術報告あるいは査読付の論文等を発行していないものの、発行が確実に見

込まれる状況である 

Ｃ：NRA技術報告あるいは査読付の論文等を発行しなかったうえに、今後の見込みが

不透明である  

別紙 2 
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【項目別評語を付けるに当たっての目安】 

成果の文書化の状況の項目別評語の基本的な考え方は次のとおり。NRA技術報告、査読付の論文投稿（論

文作成に繋がった有益な口頭発表も含む）又はそれと同等と思われる公表活動（論文投稿で行われる査

読と同等以上のレベルで行われる査読付の口頭発表等）について評価し、そのうち上位の項目別評語を付

すものとする。なお、平成 31 年度までに終了予定のプロジェクトについては、研究成果の文書化が確

実に行われる見込みが確認できれば、Aと判断することができる。3 

（NRA技術報告） 

・Sとなるものは、2件以上発行した場合。但し、PWR、BWRの別で 2件発行するような同一の考え方の

ものは除く。 

・Aとなるものは、1件以上発行した場合。 

・Bとなるものは、プロジェクトの終了時点において、庁内手続き中である場合。 

・Cとなるものは、プロジェクトの終了時点において、未着手あるいは作成中であり、発行の手続きに

至っていない場合。 

 

（査読付の論文） 

・Sとなるものは、論文が表彰を受ける等、学術的価値が認められた場合。あるいは、原子力の安全規

制に大きく貢献すると判断される場合。 

・Aとなるものは、1件以上の論文が、受理あるいは掲載された場合。 

・Bとなるものは、プロジェクトの終了時点において、庁内手続き中である場合。 

・Cとなるものは、プロジェクトの終了時点において、未着手あるいは作成中であり、論文の投稿手続

きに至っていない場合。 

 

・なお、Sあるいは Aと評価される場合であって、複数の査読付の論文を発行した場合には、総合評価

で、1～2点の点数を加算することもできる。4 

 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性 

研究手法（最新の知見が取り入れられているか、適切な研究実施手法が採られている

か）、成果の取りまとめ方法等についての技術的適切性について評価する。なお、評価

は、外部専門家から意見等を聴取する目的で実施する「技術評価検討会」における技術

的意見を参考としつつ行う。以下の区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：技術的に優れている 

Ａ：技術的に適切である 

Ｂ：改善すべき点があるもののおおむね技術的に妥当である 

Ｃ：技術的に適切ではない 

 

④ 研究マネジメントの適切性 

安全研究プロジェクトの実施に当たり、研究計画（状況変化を踏まえて適切に対応し

たか）、研究体制（研究体制が有効に機能したか、研究者が能力を発揮できたか）、進捗

                                                   
3 「今後の研究評価の進め方について」（第 7 回原子力規制委員会(平成 30 年 5 月 9 日)）では、安全研究プロジェクトの成果

に基づく文書化がなされていない場合であっても、「平成 31 年度までに終了予定のプロジェクトについては、研究成果の文書化

見込みがあることを前提として、プロジェクト終了の翌年度に事後評価を実施することも可とする」としている。 
4 論文の作成に繋がった有益な口頭発表については、その内容を考慮しつつ、適宜加点の対象とする。 
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管理（研究の遅れが生じた場合に適切に対応できたか、国内外の規制動向を把握し、そ

の影響を踏まえ適切に対応できたか）等のマネジメントの適切性を評価する。以下の区

分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：模範となる研究マネジメントの水準である 

Ａ：適切に研究マネジメントされている 

Ｂ：おおむね適切に研究マネジメントされている 

Ｃ：研究マネジメントに問題がある 

 

⑤ 業務管理の適切性 

予算、契約等の執行管理を含む業務の遂行管理が適切に行われていることを評価す

る。以下の区分に基づき項目別評語を付す。 

Ｓ：模範となる水準で管理されている 

Ａ：適切に管理されている 

Ｂ：おおむね適切に管理されている（一部に問題がある） 

Ｃ：管理に問題がある 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し 

規制課題への活用（規制基準、各種ガイド類等の整備・見直しの要否の判断、審査及

び検査への活用、新たな規制課題の創出等）に通じる知見が得られ、規制に活用された

実績・見込み及び関連部門との情報共有の状況について評価する。以下の区分に基づき

項目別評語を付す。 

Ｓ：規制の高度化に大きく貢献した、あるいは今後大きく貢献することが確実に見込

まれている 

Ａ：規制活動に貢献する結果が得られた 

Ｂ：得られた結果による規制活動への貢献は限定的である 

Ｃ：規制活動に活用される結果が得られなかった 

 

【項目別評語を付けるに当たっての目安】 

成果の規制への活用の状況・見通しの項目別評語の基本的な考え方は次のとおり。 

・ Sとなるものは、安全研究で得られた最新知見に基づき、規制基準、基準解釈、ガイド等の改定に

活用される等、規制活動を大きく前進させるような成果が得られた場合 

・ Aとなるものは、審査等で活用する最新知見に基づいた判断根拠が整備できた等、期待していたと

おりの結果が得られ、規制活動に貢献した場合 

・ Bとなるものは、研究が計画通りに進捗しなかった等の理由により、期待していた成果の質・量が満

足しておらず（一部の結果しか得られていない等）、規制活動への貢献が限定的である場合 

・ Cとなるものは、研究が大幅に遅延する等の理由により、期待していた成果が全く得られず、規制活

動に活用する見込みがない場合。 

 

・ なお、Sあるいは Aと評価される場合であって、原子力の安全規制活動で引用されるような複数の NRA

技術報告等の成果物を発行した場合には、総合評価で、1～2点の点数を加算することもできる。 
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2．総合評価の方法及び評価基準 

先ず、項目別評価した 6 つの評語（SABC）を数字に換算（S を 4 点、A を 3 点、B を

2点、Cを 1点）したうえで、総合点を算出する。総合評価の全体評語については、こ

の総合点から平均点を算出し再度評語に変換（3.3 点以上を S、3.0 点以上～3.3 点未

満を A、2.0点以上～3.0点未満を B、2.0点未満を C）したものを全体評語の基礎とす

ることを原則とする。 

なお、総合評価で S となる条件は、項目別評価結果で S となるものが 2 つ以上ある

ものとする。 

 

ただし、研究の目的（4分類5）を勘案し、特に留意すべき評価項目である②成果の文

書化の状況及び⑥成果の規制への活用状況・見通しに対して良好な成果が得られた場

合には、1～2点の点数をその評価項目に加算できるものとする。 

また、②成果の文書化の状況あるいは⑥成果の規制への活用状況・見通しで最下位の

評語（C）がある場合には、総合評価の評語は、下位6（Bあるいは C）とする。 

 

最終的な総合評価は、基礎とした評点を基にして、以下の評価基準により安全技術管

理官又は技術基盤グループ長が指名する者（以下、「評価者」という）が実施する。総

合評価の実施に当たり、項目別評価結果について評価者間のばらつきが生じないよう

に、評価者間で相互にレビューを行い、必要に応じて最終的な総合評価結果（評語及び

総合点）に反映するものとする。 

 

【総合評価の評価基準】 

Ｓ：模範となる水準で管理され、期待以上の成果があった 

Ａ：適切に管理され、期待どおりの成果があった 

Ｂ：おおむね適切に管理され、期待どおりの成果があったが、一部十分ではなかった 

Ｃ：管理が不十分であり、期待された成果が得られなかった 

 

 

                                                   
5「原子力規制委員会における安全研究の基本方針（平成28 年7 月6 日 原子力規制委員会決定）において、安全研究の

目的として以下が挙げられている。ⅰ）規制基準等の整備に活用するための知見の収集・整備、ⅱ）審査等の際の判断

に必要な知見の収集・整備、ⅲ）規制活動に必要な手段の整備、ⅳ）技術基盤の構築・維持 
6 総合評価の評語は、全体評語の基礎として算出した評語から 1ランク下げることとする。 
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